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　―・・・目標設定なし

三木市手話施策事業実施報告書（平成30年度～令和4年度）
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事業内容
平成３０年～令和4年度
までの目標

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和３年度 令和４年度 課題・評価

（１）広報みき掲載 ・毎年、定期的に広報み
きに掲載する 〇 〇 〇 〇 〇

条例について知って
いる市民が少ない
が、手話や聴覚障
害についての理解
は広がっている

(２)手話動画の配
信
ユニバーサル動
画作成事業

・動画の数を増やし、内容
についても市民の意見を
取り入れる

― ― ― 〇
１０本

〇
１０本

毎年１０本ずつ作成
している

(３)手話啓発に関
するポスターを募
集

・継続的にポスターを募
集する ― 〇

24人

×
コロナ禍の為

中止

〇
１９人

〇
１１人

令和４年度はコロナ
禍の為呼びかけが
出来ず、申し込みが
少なかった。

(４)絵本の読みか
たり実施者を支
援・育成

・読みかたり者（現在１５
人）が何冊かの絵本を担
当できる　（現在１人1、２
冊担当）
・読みかたりの機会を増
やす

〇
研修会参加者

１０人

×
講師の都合が

つかずなし

×
コロナ禍の為

中止

×
コロナ禍の為

中止

◎
研修会参加者

15名

読みかたりの回数を
年２回から令和４年
度４回に増やした。
また、研修会を開催
する事で技術アップ
を行っている。

(５)市民向け手話
啓発講座の実施

・受講者を増やす
・奉仕員養成講座につな
がるようにする

〇
７人

〇
８人

〇
８人

×
コロナ禍の為

中止

〇
８人

・令和２年度はコロ
ナ禍で中止
・ドラマなどの影響
で受講者が増えて
いる。

（１）手話及び聴覚障害に対する理解の促進を図るための施策     （手話条例第３条第1項第1号）

２－(1)ア
手話が言語として
認知され、聴覚障
害についての市民
の理解が深まるよ
う、市の広報紙や
パンフレット等によ
り啓発を行う。

２－(1)イ
市民が手話に親し
むことができるよ
う、手話に関する
講座や講習会等を
開催し、手話に対
する認知度を高め
る
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事業内容
平成３０年～令和4年度ま
での目標

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 課題・評価

２－(2)ア
市の行事等に積極
的に手話通訳者等
を派遣する

(６)市が主催する
行事等に手話通
訳者を派遣

・手話通訳者を５人増やす ×
０人

×
０人

×
０人

×
０人

△
2人登録

２人新たに登録あ
り。通訳依頼も増
え、対応出来ている

(７)遠隔手話通訳
サービス

・聴覚障がい者が利用し
やすくなっている ― ―

×
利用０人
テスト３人

×
利用０人
テスト１人

×
利用０人
テスト１人

コロナ禍において聴
覚障がい者が利用
する機会がなかった

(８)消防署員向け
手話研修会を実
施

・救急、消防の現場に通
訳者が到着するまでの間
に必要な手話を身につけ
る
・３年ごとで内容を変更
・消防署専用動画作成

〇 〇 〇 ◎ ◎

もっと実践で使える
手話を知りたいと要
望有り、実践に沿っ
た内容に変更し行え
た

(９)市職員向けに
啓発講座等を実
施

・入庁2年目の職員対象
に手話研修を毎年行う
・職員が自発的に手話や
聴覚障害について学べる
機会を設ける

〇 〇
２２人

×
コロナ禍の為

中止

×
コロナ禍の為

中止

〇
４９人

令和４年度に入庁３
年目の方も対象に
実施した

市民が手話により情報を取得し、意思疎通を図る機会を拡大するための施策

２－(２)イ
市役所等で、手話
が使いやすい環境
づくりを進めるた
め、市職員に対す
る手話に関する講
習会を実施する
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事業内容
平成３０年～令和4年度ま
での目標

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 課題・評価

(１０)小学校・中学
校・特別支援学校
の児童及び生徒
に対し手話学習を
実施

市内全ての小学校、中学
校、特別支援学校の児童
及び生徒に対し手話啓発
講座を実施する。
・コロナ対策を考慮した内
容も提示できるようにする

〇
１７校

〇
１８校

×
コロナ禍の為

中止

△
８校

〇
１３校

・未実施の学校も実
施出来た
・小学校、中学校そ
れぞれのカリキュラ
ムの再検討を行った

(１１)小学校・中学
校・特別支援学校
の教職員に対し研
修会を実施

教職員が手話言語条例
を理解し教育現場で条例
が活かされるようにする

〇
２５人

〇
２６人

×
コロナ禍の為

中止

×
コロナ禍の為

中止

〇
１４人

定着している学校と
定着していない学校
の差が激しい

(１２)市内の高校
の生徒に対し手話
学習を実施

市内全部の高等学校に
おいて手話啓発講座を実
施する
(三木高校は独自で毎年
実施している為省く)

△ △
×

コロナ禍の為
なし

×
コロナ禍の為

なし

×
コロナ禍の為

なし

・高校生向けのカリ
キュラムの再検討が
必要

(１３)事業所に対し
手話講習会実施
の支援

・新規の事業所での手話
啓発講座の実施
・市内病院での手話研修
の実施を支援

〇
１回

× ×
〇

１回
〇

１回

新規の事業所から
の応募あり
コロナ禍の為病院
への啓発は出来ず

(１４)事業所に対し
手話の理解が深
まるようなリーフ
レットを配布

それぞれの職種に対応し
たリーフレットの作成。(医
療関係・商業施設)

× × × × ×
それぞれの職種の
内容が複雑な為、検
討中

２－(2)ウ
小学校、中学校、
特別支援学校にお
いて、子どもたちが
手話と親しみ、学
ぶ活動の実施及び
教職員に対する手
話に関する研修の
機会を提供する

２－(2)エ
市内の事業所等に
おいて、手話に関
する理解が深まる
よう、チラシの配布
や事業所等が行う
手話講習会等の開
催を推進し、支援
する
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事業内容
平成３０年～令和4年度ま
での目標

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和３年度 令和４年度 課題・評価

(１５)設置手話通
訳者の配置

手話通訳者（士）の正規
職員採用をめざす × × × × × 会計年度任用職員

を配置

(１６)手話奉仕員
養成講座の開催

・申込者・受講者の人数
を増やす
・講師を養成する

〇 〇
１２人

〇
１２人
途中中止

〇
１４人

〇
１５人

ドラマの影響や曜日
変更により参加者が
増えた

(１７)手話通訳者
養成講座の開催

・受講者のレベルをあげ、
受講者数を増やす

〇
７人

〇
８人

〇
３人

〇
５人

〇
２人

・受講者のレベルが
そろっていないなど
の問題があり、スキ
ルアップも同時に行
う

(１８)要約筆記者
養成講座の開催

・申込者を増やす 〇
３人

×
受講生少なく

開講なし

×
受講生少なく

開講なし

〇
１人

〇
２人

・申込者が少ない
(令和３年度は４名
参加)
・養成講座を受けた
後の受け皿がない

手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など手話による意思疎通支援者のための施策 

２－(3)ア
手話通訳者及び要
約筆記者等を育成
する
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事業内容
平成３０年～令和4年度ま
での目標

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 課題・評価

(１９)啓発講座等
の指導者養成

・講師の人数を増やす 〇
３名

〇
３名

×
コロナ禍の為

中止

×
コロナ禍の為

中止

〇
５名

・北播磨のろう者に
講師養成講座を受
講してもらう。ろう講
師５名増える

(２０)啓発講座等
の指導者研修

・現任研修や意見交換会
を定期的に行う 〇 〇 ×

コロナ禍の為
中止

〇 ◎

・講座の内容にばら
つきが出ないよう配
慮が必要
・意見交換会を行う
事で、内容が周知出
来た

２－(3)イ
手話の技術並びに
聴覚障害に対する
理解を広げるため
の指導者を育成す
る

手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など手話による意思疎通支援者のための施策  
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